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本研究は，ケアマネジャーは利用者の生活を全体的に把握して介護サービスの利用を決定し
ているという仮説にもとづき，要介護認定者を対象に訪問介護サービスの利用の決定に関連す
る要因を明らかにすることを目的とする。
近畿地方にあるＡ地域ケア協議会の協力を得て，同協議会研修会終了後，参加者（ケアマネ

ジャー）に調査目的を説明し協力を依頼した。理解を得られたケアマネジャーのみに調査票を
配布した（112名）。調査方法は自記式質問紙を用いた横断的調査法であり，調査期間は，2007
年１月の約２週間である。当該ケアマネジャーが担当している利用者に関するデータをもとに，
訪問介護の利用の有無を従属変数，利用者の基本的属性，身体機能状況，精神心理状況，社会
環境状況の３領域に大別した各変数を独立変数とする２項ロジスティック回帰分析を行った。
有効回収率は73.2％（82名）で，利用者に関する回答数は1,587（分析対象者数）を得た。

２項ロジスティック回帰分析による結果，訪問介護利用の決定に有意な関連があった変数は，
「性別」「要介護度」「協力者の就労の有無」が有意な正の関連を示した。一方，「認知症老人
の日常生活自立度判定基準」「日常生活での近隣との関わり」「人を自宅に入れたがらない傾
向」「世帯規模」「経済状況」が有意な負の関連を示した。
本研究において，ケアマネジャーは利用者の身体機能状況に特化して訪問介護の利用を決定

しているのではなく，身体機能状況，精神心理状況，社会環境状況の相互連関性と相互依存性
を考慮し，利用者の生活をホリスティック（全体的）に捉えて訪問介護の利用を決定している
ことが明らかになった。具体的には，訪問介護の利用の決定要因は，利用者の身体機能状況で
は，「要介護度」と「認知症老人の日常生活自立度判定基準」，利用者の精神心理状況では，
「人を自宅に入れたがらない傾向」と「日常生活での近隣との関わり」，利用者の社会環境状
況では，「協力者の就労の有無」「世帯規模」「経済的状況」であることが明らかになった。

訪問介護，サービス利用の決定要因，ホリスティック（全体的）視点

Ⅰ

ケアマネジャーは，多様な基礎資格をもった
専門職として介護保険制度とともに創設された
資格である。それ故，ケアマネジャーは個々の
専門分化した専門職として，介護サービス利用
者の特定の側面に着目するだけではなく，利用
者の全体を捉えることが求められる。2005年の

介護保険法改正においても，利用者一人ひとり
の状態像を適切に捉え，生活者としての彼らの
特性を深く理解することが一層求められた。そ
の結果ケアマネジャーの担当件数の基準は引き
下げられ，業務が適切に行われるように配慮さ
れた経緯がある1)。ケアマネジャーは，利用者
の身体機能状況，精神心理状況，社会環境状況
の相互連関性と相互依存性を考慮し彼らの生活
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を全体的に把握することが求められる。つまり，
ケアマネジャーにホリスティック（全体的）視
点が求められていると考えられる。本研究では，
ケアマネジャーは，利用者の生活を全体的に把
握して介護サービスの利用を決定しているとい
う仮説にもとづき，要介護認定者を対象に訪問
介護サービスの利用の決定に関連する要因を明
らかにすることを目的とする。なお，訪問介護
サービスに焦点を当てた理由は，サービス利用
が多いこと，そして，利用に際して家庭内に他人
が入ることを拒む気持ちが働く可能性がある2)

といった訪問介護サービスの特性は，ケアマネ
ジャーに包括的で柔軟な思考と対応を求めてい
ると考えたからである。また，要介護認定者
（以下，利用者）に限定した理由は，月単位定
額制となった介護予防訪問介護サービスを含め
るとサービス利用の決定要因が不明瞭になって
しまう可能性があると考えたからである。

Ⅱ

近畿地方にあるＡ地域ケア協議会の協力を得
て，同協議会研修会終了後，参加者（ケアマネ
ジャー）に調査目的を説明し協力を依頼した。
理解を得られたケアマネジャーのみに調査票と
返信用封筒を配布した（112名）。調査票は２部
構成（ケアマネジャー自身に関する質問項目，
当該ケアマネジャーが担当している利用者に関
する質問項目）になっている。調査方法は自記
式質問紙を用いた横断的調査法であり，調査期
間は，2007年１月の約２週間である。有効回収
率は73.2％（82名）で，利用者に関する回答数
は1,587（分析対象者数）を得た。倫理的配慮
に関しては，調査依頼に当たって，調査対象者
に調査の目的を理解していただけたら協力して
ほしいこと，協力が得られた場合，データは事
業所および個人のプライバシーの保護に十分配
慮し，すべて統計的に処理され匿名性が確保さ
れること，質問等があれば連絡していただきた
いことなど，調査の目的を協力依頼文書に明記
するとともに，研修会の際に協力できない場合

は回答せずともよいことも加えて伝えたため，
本研究において倫理的な問題点はないと判断し
ている。

調査項目の作成に関しては，同協議会の中で
調査項目検討会議に参加できる会員の参加を呼
びかけた。その結果，調査項目検討会議には７
名のケアマネジャーと筆者の合計８名の参加で
調査項目の検討を行った。実際の検討について
は，事前に，高齢者の領域で用いられている代
表的なアセスメント・シートとして，介護保険
法成立時，厚生省の高齢者介護サービス体制整
備支援事業資料として提示されている

- ，全国
老人保健施設協会・全国老人福祉施設協議会・
介護療養型医療施設連絡協議会の３団体による
包括的支援プログラム，日本社会福祉士会方式
の「アセスメント票」，日本介護福祉士会方式
の「アセスメント様式１と２」，日本訪問看護
振興財団方式の施設版の５種類3)を参考に質問
項目を選択した。さらに，高齢者の保健・医
療・福祉サービス利用に影響する要因の整理・
分析のための概念枠組みとしての ら
の行動モデル4)，健康状態を把握する概念枠組
みに環境因子という観点を導入した （国際
生活機能分類）を参考にした。これらの概念枠
組みは多くの研究で用いられている5)6)。行動
モデルはサービス利用に影響する要因を素因→
利用促進→病気の程度の３つに整理し，これら
がサービス利用に影響するメカニズムを明らか
にしている。行動モデルに改良を加えたホーム
ヘルプサービスの利用に関する研究の質問項
目7)8)を参考にした。また，人と環境との関係
のなかで健康が形成されていることを明示して
いる は，利用者個人の特性だけではなく，
環境因子との関係のなかで質問項目を検討する
ことができた。
その結果，身体機能状況，精神心理状況，社
会環境状況の３領域に大別し身体機能状況では，
要介護度，認知症老人の日常生活自立度判定基
準，障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）

9― ―



度数（％） 度数（％）

性別 人を自宅に入れたがらない傾向
男性 ない
女性 どちらかというとない

年齢（平均年齢80.6±9.85歳） 普通
42歳から64歳まで どちらかというとある
65歳から74歳まで ある
75歳から84歳まで 世帯規模
85歳から103歳まで １人暮らし
要介護度（平均要介護度2.30±1.31） 夫婦２人
要介護１ ２世代
要介護２ ３世代
要介護３ 住環境
要介護４ 集合住宅
要介護５ 戸建

認知症老人の日常生活自立度判定基準 経済的状況
非該当 生活保護受給
Ⅰ 年金のみ（非課税）
Ⅱａ 年金のみ（課税）
Ⅱｂ 年金以外の収入あり（課税）
Ⅲａ 協力者の有無
Ⅲｂ いない
Ⅳ いる
Ｍ 利用者と協力者との続き柄

定期的な通院 友人・近隣者
通院している 嫁
通院していない 実子

自立意識 配偶者
弱い 協力者の就労の有無
どちらかというと弱い 就労してない
普通 就労している
どちらかというと強い 協力者の年齢（２区分）
強い 40歳未満
近隣との関わり 40～60歳未満
持っていない 60～80歳未満
あまり持っていない 80歳以上
少しは持っている
持っている

注 各項目で欠損値がある場合，合計値がｎに満たない場合や100％に満たない場合がある。

第56巻第２号「厚生の指標」2009年２月

など，精神心理状況では，ケアマネジャーから
見た利用者の自立意識，社交性，他人を自宅に
入れたがらない傾向など，社会環境状況では，
世帯規模，協力者の有無，利用者の経済的状況
などの調査項目案を作成した。精神心理状況で
は，利用者本人による回答ではなくケアマネ
ジャーから見た利用者の精神心理状況を設定し
た。このような質問項目の設定した理由は，
サービス利用の決定は利用者とその家族らの意
思決定が第一義であるが，介護サービス計画案
を作成する際，ケアマネジャーの暗黙の部分
（利用者の精神心理状況を推し量る部分）が存
在するという現場の経験値を反映させた。
対象者の基本属性は，性別と年齢とした。身

体機能状況は，要介護度（要介護１～要介護
５），認知症老人の日常生活自立度判定基準
（非該当＝１～Ｍ＝８），障害老人の日常生活

自立度（Ｊ１＝1～Ｃ２＝８），定期的な通院
（なし＝０）とした。精神心理状況は，自立意
識（弱い＝１～強い＝５），社交性（ない＝
１～ある＝５），日常生活での近隣との関わり
（持ってない＝１～持っている＝４），人を自
宅に入れたがらない傾向（ない＝１～ある＝
５）とした。社会環境状況は，世帯規模（１人
暮らし＝１～３世代＝４），住環境（戸建＝0，
集合住宅＝１），経済的状況（生活保護＝１～
年金以外収入あり課税世帯＝４），協力者の有
無（いない＝0，いる＝１），利用者と協力者と
の続き柄（近隣者＝１～配偶者＝４），利用者
と協力者との関係性（悪い＝１～良い＝５），
協力者の就労の有無（就労していない＝0，就
労している＝１），協力者の年齢（40歳未満＝
１～80歳以上＝４）とした。
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訪問介護を利用している
値変数

訪問介護を利用していない

平均値 標準偏差 度数 平均値 標準偏差 度数

性別（男性＝０，女性＝１）
年齢
要介護度
認知症老人の日常生活自立度判定基準
障害老人の日常生活自立度
定期的な通院の有無（なし＝０，あり＝１）
自立意識（弱い＝１～強い＝５）
社交性（ない＝１～ある＝５）
近隣との関わり（持ってない＝１～持っている＝４）
人を自宅に入れたがらない傾向（ない＝１～ある＝５）
世帯規模（１人暮らし＝１～３世代＝４）
住環境（戸建＝０，集合住宅＝１）
経済的状況（生活保護＝１～年金以外収入あり課税世帯＝４）
協力者の有無（いない＝０，いる＝１）
利用者と協力者との続き柄（近隣者＝１～配偶者＝４）
利用者と協力者との関係性（悪い＝１～良い＝５）
協力者の就労の有無（就労していない＝０，就労している＝１）
協力者の年齢（40歳未満＝１～80歳以上＝４）

注 ＊ｐ＜0.05，＊＊ｐ＜0.01，＊＊＊ｐ＜0.001

第56巻第２号「厚生の指標」2009年２月

利用者に関するデータをもとに分析した。訪
問介護の利用の有無と基本的属性，身体機能状
況，精神心理状況，社会環境状況との関係をみ
るために， 検定，χ2 検定，ピアソンの相関分
析を行った。次に，訪問介護の利用の有無を従
属変数とする２項ロジスティック回帰分析を
行った。その際，独立変数は基本的属性の他に，
先の分析で有意な差がみられた変数を投入する
という方法を採用した。障害老人の日常生活自
立度（寝たきり度）は要介護度との相関が0.75
と高かったため，また，社交性は自立意識との
相関が0.58と比較的高かったため分析には使用
しなかった。調査データの統計解析には，

を用いた。

Ⅲ

分析対象者の特性を に示した。調査対象
者の平均年齢は80.6±9.85歳で，42歳から103
歳までを４区分すると85歳以上が38.4％で最も
多い。性別は「女性」64.7％であった。平均要
介護度は2.30±1.31で「要介護１」が37.3％で
最も多い。認知症老人の日常生活自立度判定基
準は「Ⅰ」が23.1％で最も多く，次いで，「非
該当」が22.6％であった。定期的な通院は83.0

％の利用者が行っていた。利用者の自立意識は
「普通」が25.1％で最も多い。日常生活での近
隣との関わりは，「少しは持っている」と
「持っている」を合わせると68.1％であった。
協力者の有無では「いる」が９割以上であった。

訪問介護利用の有無と分析対象者の特性との
関係について， 検定の結果を に示した。
訪問介護の利用の有無を「性別」でみると，女
性の方が有意に訪問介護の利用が多かった。以
下同様に，身体機能状況に関して，「認知症老
人の日常生活自立度判定基準」では判定基準が
低いほうが，「定期的な通院の有無」では通院
している方が有意に訪問介護の利用が多かった。
精神心理状況に関して，「日常生活での近隣と
の関わり」を持ってない方が，「人を自宅に入
れたがらない傾向」がない方が有意に訪問介護
の利用が多かった。社会環境状況に関して，
「世帯規模」では１人暮らしであるほど，「住
環境」では集合住宅であるほど，「経済的状
況」では所得が低いほど有意に訪問介護の利用
が多かった。また，協力者がいる場合，「利用
者と協力者との続き柄」では，協力者が近隣者
や友人であるほど，「協力者の就労の有無」で
は就労しているほど，「協力者の年齢」が若い
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変数 回帰係数 オッズ比（95％信頼区間）

性別（男性＝０，女性＝１）
要介護度
認知症老人の日常生活自立度判定基準
定期的な通院の有無（なし＝０，あり＝１）
近隣との関わり（持ってない＝１～持っている＝４）
人を自宅に入れたがらない傾向（ない＝１～ある＝５）
世帯規模（一人暮らし＝１～３世代＝４）
住環境（戸建＝０，集合住宅＝１）
経済的状況（生活保護＝１～年金以外収入あり課税世帯＝４）
利用者と協力者の続き柄（近隣者＝１～配偶者＝４）
協力者の就労の有無（就労していない＝０，就労している＝１）
協力者の年齢（40歳未満＝１～80歳以上＝４）

モデルχ2（自由度）

注 ＊ｐ＜0.05，＊＊＊ｐ＜0.001
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ほど有意に訪問介護の
利用が多かった。また，
χ2 検定の結果は紙幅
の関係上省略したが，
「性別」「要介護度」
「認知症老人の日常生
活自立度判定基準」
「定期的な通院の有
無」「日常生活での近
隣との関わり」「人を
自宅に入れたがらない
傾向」「世帯規模」「住
環境」「経済的状況」「利用者と協力者との続き
柄」「利用者と協力者との関係性」「協力者の就
労の有無」「協力者の年齢」で有意な差がみら
れた。

訪問介護利用の決定に関連する要因について，
２項ロジスティック回帰分析の結果を に示
した。訪問介護利用の決定に有意な関連があっ
た変数は，「性別」「要介護度」「協力者の就労
の有無」が有意な正の関連を示した。一方，
「認知症老人の日常生活自立度判定基準」「日
常生活での近隣との関わり」「人を自宅に入れ
たがらない傾向」「世帯規模」「経済的状況」が
有意な負の関連を示した。「定期的な通院の有
無」「利用者の住環境」「利用者と協力者の続き
柄」は有意な関連がみられなかった。

Ⅳ

多変量解析による関連要因の分析結果に関す
る考察を述べる。まず性についてみると，他の
変数の影響をすべて取り除いたうえで有意な正
の関連を示した。男性よりも女性の方が訪問介
護の利用に関連していることが明らかになった。
また，世帯規模において有意な負の関連を示し
ているということは，１人暮らしであるほど訪
問介護の利用に関連していることが明らかに
なった。わが国の平均寿命や世帯の動向9)をみ
ると，男性の平均寿命は79.0歳，女性の平均寿

命は85.8歳で（平成18年），１人暮らし高齢者
（65歳以上の１人暮らし）の65歳以上人口に占
める割合は，男性が9.9％，女性が18.9％に
なっている10)。このような動向からも，１人暮
らし高齢者であること，女性であることが訪問
介護の利用決定に関連する要因であることが推
測できる。また，同居家族がいない方が在宅介
護サービスの利用に関連するという先行研
究2)11)12)の知見とも一致する。次いで，要介護
度では有意な正の関連を示しているということ
は，要介護度が重度であるほど訪問介護の利用
に関連していることが明らかになった。要介護
度が重度になるに従って，他者の手助けが必要
になってくることからも容易に推測できる。こ
のような結果は，杉澤ら13)の在宅介護サービス
の過少利用の要因研究で，要介護度１以上に限
定すれば，要介護度が重度になるに従って介護
サービス利用への動機づけが高まり過少利用が
減少するという結果と一致した。認知症老人の
日常生活自立度では有意な負の関連を示してい
るということは，認知症の程度が軽度であるほ
ど訪問介護の利用に関連していることが明らか
になった。このような結果は，有意な差がない
というチェら14)の知見と異なった。多様な要因
が混在しているため妥当な考察は難しいが，訪
問介護サービスのもつ特性と関係があると考え
る。つまり，自らの意思表示が十分にできない
認知症高齢者は，援助者の力量が問われる。認
知症の程度が軽度であれば，利用者の自宅とい
う密室の中でのサービスも計画通り提供できる
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が，認知症の程度が重度になるに従って援助が
困難になってくるものと推測する。
利用者の精神心理状況については，日常生活

での近隣との関わりを持っていないほど，他人
を家に入れたがらない傾向がないほど訪問介護
の利用に関連していることが明らかになった。
このような結果は，利用者本人の回答ではない
ためその真意については明らかではない。しか
し，沖田15)の研究で，援助者として援助する義
務・責任を優先するか，あくまでも本人の自由
な選択（自律性）に委ねるべきか，ケアマネ
ジャーは倫理的ディレンマ（板挟み）を経験し
ながら何らかの判断をしているという知見があ
るように，訪問介護サービスの利用決定の過程
においてケアマネジャーは利用者の立場に立ち，
利用者と同じ目線で彼らの意思や希望を捉えケ
アプランに反映していると考える。本研究にお
いても，ケアマネジャーが利用者の言動からそ
の精神心理状況を推し量り，訪問介護の利用を
決定していることが明らかになった。
利用者の社会環境状況について，経済的状況

は，低所得の利用者であるほど訪問介護の利用
に関連していることが明らかになった。このよ
うな結果は，高橋16)の研究結果と同様の結果と
なったが，杉澤らの研究結果と反対の結果と
なった。杉澤らの研究では，所得の低い者は介
護サービスの過少利用の割合が高いという知見
であった。単純に比較することが難しいが，高
橋の研究はサービスの利用の有無の要因研究で
あり，杉澤らの研究はサービスの利用の量の要
因研究であったため，本研究結果が高橋の研究
結果と同様の結果になったと考える。笠原ら17)

の訪問介護サービスの利用量の要因研究では，
杉澤らの研究結果と同様の結果になった。介護
サービス利用の有無と経済的状況，介護サービ
ス利用の量と経済的状況の関連に関する実証的
な研究がほとんどないため，これまでの研究知
見の検証が求められる。協力者の就労の有無に
ついては，就労しているほど訪問介護の利用に
関連していることが明らかになった。介護者が
日中留守にしていること等がホームヘルプサー
ビスの利用を促進する傾向にあるというチェら

の知見と一致した。利用者の住環境に関しては
有意な差はみられなかった。このような結果は，
高齢者の在宅ケアの希望の有無に関して「部屋
数」が最も大きな関連要因であったという高鳥
毛らの研究知見と異なる結果を示した。高鳥毛
らの研究では，「部屋数」が多い住宅に住む高
齢者は，介護サービスを利用して，最後まで在
宅生活を継続する可能性があるという指摘が
あった。本研究での集合住宅は，ケアハウスも
含まれているため単純に比較できないが，高齢
者と居住構造の関連の重要性が指摘されている
ため18)，本研究知見の検証が求められる。

Ⅴ

ケアマネジャーが，利用者の訪問介護の利用
を決定している要因について検討した結果，以
下のようなことが明らかになった。高齢者の介
護サービスの利用等に関して，高齢者の身体機
能状況の程度が大きな要因であるという研究結
果19)， らの行動モデルを用いた研
究20)21)でも，医療や福祉サービス利用に大きな
影響を与えているのは病気の程度であるという
知見があるが，ケアマネジャーは身体機能状況
に特化して訪問介護の利用を決定しているので
はなく，利用者の身体機能状況，精神心理状況，
社会環境状況の相互連関性と相互依存性を考慮
し，利用者の生活全体を捉えていることが明ら
かになった。スマッツ22)が全体は部分の総和で
は説明し尽くせない性質を持つと指摘したよう
に，ケアマネジャーは，利用者の生活全体を捉
えるホリスティックな視点を持っていた。この
ような知見は， 23)のケアプラン作成
の原則とも一致する。次いで３つの領域におけ
る結論は，利用者の身体機能状況に関して，ケ
アマネジャーが訪問介護の利用を決定している
要因は「要介護度」と「認知症老人の日常生活
自立度判定基準」であることが明らかになった。
利用者の精神心理状況に関して，ケアマネ
ジャーが訪問介護の利用を決定している要因は
「人を自宅に入れたがらない傾向」と「日常生
活での近隣との関わり」であることが明らかに
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なった。利用者の社会環境状況に関して，ケア
マネジャーが訪問介護の利用を決定している要
因は「協力者の就労の有無」「世帯規模」「経済
的状況」であることが明らかになった。また，
上記３領域以外に利用者の「性」が訪問介護の
利用を決定している要因となっていることが明
らかになった。
今後の課題については，第１点目，本研究は

協力の得られた近畿地方にあるＡ地域ケア協議
会のケアマネジャーを対象に実施したが，広
井24)が「福祉というものは，どちらかというと
普遍的かつ場所を超越した概念として捉えられ
る傾向が強かったが，今後は，福祉にいわば地
理的・空間的な視点を導入していくことが重要
なのではないか」と指摘しているように，今回
の研究対象の地域は，郊外のニュータウンや都
市部ではなく，どちらかというと人間関係の比
較的濃密な旧市街地，農業地帯に加えて，共同
住宅など新規住宅供給による子育て世帯などが
多い地域を持つ特例市（2005年高齢化率16.2
％）であったため，一般的な傾向を明らかにす
ることに限界があった。また，自治体によって
介護サービスの整備状況が異なるため，介護
サービス計画の作成はインフォーマルサービス
も含め当該地域の介護サービス整備状況に左右
されると考えられる。今後は，地域特性を考慮
して研究することが求められる。第２点目，介
護予防訪問介護の利用は月単位の定額報酬を設
定しているため，要支援認定者を分析対象に加
えなかった。その結果，認定者全体について明
らかにすることができなかった。第３点目，訪
問介護の利用の決定は複雑な要因が混在してい
ると考えられるため，設定した質問項目だけで
は限界がある。今後は，ケアマネジャーから生
の情報を収集し，訪問介護の利用の決定プロセ
スを明らかにしていく質的研究が求められる。

本研究にご協力いただいたＡ地域ケア協議会
の皆さま方に御礼を申し上げます。なお，本研
究は2006年度文部科学省科学研究費補助金（萌
芽研究）により実施した研究の一部です。
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